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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第28期

第３四半期連結
累計期間

第29期
第３四半期連結
累計期間

第28期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成24年４月１日
至平成24年12月31日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（百万円） 49,191 52,503 66,583

経常利益（百万円） 5,341 5,039 5,027

四半期（当期）純利益（百万円） 3,380 3,133 3,397

四半期包括利益又は包括利益（百万円） 3,335 3,317 3,695

純資産額（百万円） 28,976 32,066 29,335

総資産額（百万円） 47,850 53,050 47,656

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 23,439.08 21,725.10 23,553.98

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 60.1 60.1 61.1

　

回次
第28期

第３四半期連結
会計期間

第29期
第３四半期連結
会計期間

会計期間
自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

自平成24年10月１日
至平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）（円）
△175.55 2,890.46

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

　

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものです。

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等による堅調な内需を背景に回復基調

にありましたが、海外経済が引き続き減速する中、景気は弱含みとなっています。世界経済の不確実性による影響はな

お続くものの、新政権による金融・財政政策への期待により、円は主要通貨に対して下落基調を見せています。

放送業界におきましては、広告市況は昨年度の落ち込みからは持ち直しを見せており、有料放送市場は、デジタルテ

レビの普及、ＢＳデジタル放送の多チャンネル化による好影響を経た後、堅調に推移しております。

このような環境下、当第３四半期連結累計期間における収支の状況は、平成23（2011）年10月からのフルハイビ

ジョン・３チャンネル化に伴う加入件数の伸びにより有料放送収入が対前年同期比で増加し、売上高は525億３百万

円と前年同期に比べ33億11百万円（6.7％）の増収となりました。番組費及び広告宣伝費を中心とした前年同期比費

用増は有料放送収入の伸びにより吸収することができましたが、当第３四半期連結会計期間において厚生年金基金か

ら脱退することを決議したことに伴い、３億29百万円を退職給付費用として計上したこと等により、営業利益は47億

29百万円と前年同期に比べ３億60百万円（△7.1％）の減益、経常利益は50億39百万円と前年同期に比べ３億１百万

円（△5.6％）の減益となりました。四半期純利益は31億33百万円と前年同期に比べ２億47百万円（△7.3％）の減益

となりました。

当社グループは、放送衛星を使った放送事業に係るサービスを行う「放送」、放送事業に係る顧客管理業務を含む

「テレマーケティング」の２つを報告セグメントとしております。各セグメントの状況は次のとおりです。

＜放送＞

当第３四半期連結累計期間におきましては、「ＷＯＷＯＷプライム」、「ＷＯＷＯＷライブ」、「ＷＯＷＯＷシネ

マ」のチャンネル特性を活かした番組ラインナップを配し、コンテンツの更なる充実を図りました。また、各チャンネ

ルのコンセプトをより明確にし、それぞれのターゲット層に向けたプロモーションを展開しました。

「ＷＯＷＯＷプライム」では、「ＴＯＵＣＨ／タッチ」などの海外ドラマのほか、㈱ＴＢＳテレビと共同制作した

「ダブルフェイス」や「連続ドラマＷ　ヒトリシズカ」などのオリジナルドラマが好評を得ました。

「ＷＯＷＯＷライブ」では、４年に一度開催される「ＵＥＦＡ ＥＵＲＯ ２０１２
ＴＭ 
サッカー欧州選手権」を中

心とした大型スポーツイベントが加入獲得に大きく貢献したほか、年末に放送したＢ'ｚ、安室奈美恵、桑田佳祐など

のライブやドキュメンタリーが加入獲得を牽引しました。

「ＷＯＷＯＷシネマ」では、黒澤明監督全30作品一挙放送、「麒麟の翼～劇場版・新参者～」など東野圭吾の特集

等が好評を得ました。

映画製作では、ＷＯＷＯＷ ＦＩＬＭＳ「ヘルタースケルター」が、観客動員160万人、興行収入21億円を超え、当

レーベル過去最高の興行収入を記録しました。

また、加入者限定無料番組配信サービス「ＷＯＷＯＷメンバーズオンデマンド」を７月２日より開始、スマート

フォンやタブレット端末、ＰＣでも番組をお楽しみいただくことにより、お客さまとの接触頻度の増加に繋げました。

11月３日には、ＳＮＳとテレビの融合、３チャンネルの魅力を訴求することを目的としたイベント「ＴＯＵＣＨ！ Ｗ

ＯＷＯＷ２０１２ いいね♪３チャンネルの日」を開催しました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間における放送セグメントの売上高は503億73百万円と前年同期に比べ33億

46百万円（7.1％）の増収、セグメント利益は43億75百万円と前年同期に比べ91百万円（△2.0％）の減益となりまし

た。

当第３四半期連結累計期間の新規加入件数等は次表のとおりとなりました。複数契約（注）は、当第３四半期末時

点において362,286件（前年同期末に比べ31,519件の増加）となっております。

(注) 当社は同一契約者による２契約目と３契約目につき月額2,415円(税込み)の視聴料金を945円(税込み)に割引しており、当該割引

の対象となる契約を「複数契約」と呼称しております。

 新規加入件数 解約件数 正味加入件数 累計正味加入件数

加入及び解約件数

（対前年同期増減率）

470,380

（△14.2％）

392,339

（△22.1％）

78,041

（75.7％）

2,625,603

（2.7％）
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＜テレマーケティング＞

連結子会社の㈱ＷＯＷＯＷコミュニケーションズにおいて、テレマーケティング業務受託、各種コンタクトセン

ター受託運営を行っております。引き続き人材育成、品質の維持向上を図ると共に、ＢＰＯサービスの開発・拡充に

より新規顧客獲得、既存顧客からの新規受注獲得を目指しましたが、既存顧客からの受注減及びデジタル放送移行

対応業務の前年同期比減少を賄うには至らず、当第３四半期連結累計期間におけるテレマーケティングセグメント

の売上高は44億９百万円と前年同期に比べ４億57百万円（△9.4％）の減収となり、セグメント利益は３億69百万

円と前年同期に比べ２億68百万円（△42.1％）の減益となりました。

　

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

（総資産）

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、530億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ53億94百万円の

増加となりました。主な要因は、流動資産で現金及び預金、番組勘定が増加したことによるものです。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末における負債は、209億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億63百万円の増

加となりました。主な要因は、流動負債で１年以内返済予定の長期借入金が増加し、固定負債で長期借入金が増加し

たことによるものです。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、320億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億30百万円の

増加となりました。主な要因は、四半期純利益の計上及び剰余金の配当によるものです。

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.0ポイント低下し、60.1％となりました。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4) 株式会社の支配に関する基本方針について

① 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値ひい

ては株主の皆さまの共同の利益（あわせて以下「企業価値・株主共同利益」といいます）を継続的かつ持続的に

確保し、向上させることを真摯に目指す者である必要があると考えております。

当社は、平成３（1991）年４月に日本初の民間有料衛星放送局として営業放送を開始して以来、放送衛星による

有料放送事業を中核に据え、有限希少な電波を預かる放送事業者としての公共的使命を尊重し、「衛星放送を通じ

人々の幸福と豊かな文化の創造に貢献する」との企業理念の下、有料放送事業及び映像コンテンツ業界において、

その存在感を増して地位を揺るぎないものとすることを戦略の柱に据え、上質なコンテンツ及び各種サービスを視

聴者の皆さまに提供することによって顧客満足度を高めるとともに、株主の皆さま、視聴者の皆さま、従業員、取引

先等当社を支えるステークホルダーとの間に強固な信頼関係を築くことに努めてまいりました。当社の企業価値の

源泉は、顧客満足度の向上に資する上質なコンテンツ及び各種サービスを提供するために永年蓄積してきた、番組

制作・編成ノウハウ、営業ノウハウ、顧客管理知識等、並びに、ステークホルダーとの強固な信頼関係にあるも

のと考えております。

したがって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、かかる当社の企業価値を生み出す源泉を育て、強

化していくことにより、当社の企業価値・株主共同利益の確保・向上を真摯に目指す者でなければならないと考え

ます。

もっとも、当社は上場会社であるため、当社株券等は株主の皆さま及び投資家の皆さまによる自由な取引が認め

られております。したがって、当社株券等の大規模買付行為（下記③Ａ.(A)で定義されます。以下同じです）がなさ

れた場合においても、これが当社の企業価値・株主共同利益に資するものであれば、これを否定するものではなく、

誰が当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者になるかは、最終的には株主の皆さまのご判断に委ねられるべ

きものであると考えます。

しかしながら、昨今のわが国の資本市場においては、株主の皆さま及び投資家の皆さまに対する必要十分な情報

や熟慮のための機会が与えられることなく、あるいは対象会社の取締役会が意見表明を行い、代替案を提案する等

のための情報や時間を提供せず、突如として、株券等の大規模買付行為を強行する等といった事例が少なからず存

在します。このような大規模買付行為の中には、真摯に合理的な経営を行う意思が認められないもの等当社の企業

価値・株主共同利益を毀損する買付行為もあり得るものと考えられます。

かかる当社の企業価値・株主共同利益を毀損するおそれがある大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業

の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

　

② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み

Ａ．企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に向けた取組み
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当社は、３チャンネル体制における経営戦略、成長戦略として、「2014年度までの中期経営計画」を平成22

（2010）年５月に策定、公表し、平成23（2011）年7月にアナログ放送を無事に停波し、デジタル放送に全面的に移

行しました。そして、平成23（2011）年10月からは、フルハイビジョン・３チャンネル放送を開始し、視聴者を増や

すことによる売上・利益の確保に努めています。なお、「2014年度までの中期経営計画」の具体的内容について

は、当社ウェブサイトの「2014年度までの中期経営計画の概要」(http://www.wowow.co.jp/co_info/ir/

management/plan.html)をご参照ください。

当社は、放送事業者として公共的使命を担っていることを十分に意識しつつ、以上の取組みに基づく諸施策を通

じて、株主の皆さま、視聴者の皆さま、従業員、取引先等当社を支える全てのステークホルダーとの信頼関係を積極

的に構築し、企業価値・株主共同利益の利益の確保・向上を目指してまいります。

　

Ｂ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、放送事業者としての公共的使命を尊重する観点から、「企業理念」及び「行動指針」に示すように

「人々の幸福と豊かな文化の創造に貢献することを通じて、社会的責任を自覚し、公正かつ適切な経営を実現し、

社会から信用を得て、尊敬される会社として発展していくことを目指す」ことを経営の基本姿勢として事業の拡

大、企業価値の向上に取り組んでおります。そして、コーポレート・ガバナンスを充実させることは、公正かつ適切

な経営を実現することに資するものであり、また、当社と株主の皆さま、視聴者の皆さま、従業員、取引先等当社を

支えるステークホルダーとの間の信頼関係を構築し、社会から信用を得て、尊敬される会社となるために不可欠の

ものでありますので、当社の企業価値の向上に資するものと考えています。

そこで、当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題の一つと位置付けており、取締役会、監査役

会を始めとする各機関の適切な機能を確保し、経営監視体制を一層強化することによってコーポレート・ガバナ

ンスの充実を図ることが、当社の企業価値・株主共同利益の確保・向上に資するものと考えております。

　

③ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配される　

ことを防止するための取組み

当社は、平成22（2010）年５月14日開催の取締役会において、「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収

防衛策）」（以下「原プラン」といいます）の導入を決定し、原プランは、同年６月23日開催の当社第26回定時株

主総会において、出席株主の皆さまのご賛同を得て承認可決いただきました。当社は、その後も引き続き、金融商品

取引法等の改正等の動向を注視しつつ、また、昨今の買収防衛策に関する議論の進展等を踏まえ、原プランの内容に

ついて更なる検討を進めてまいりました。

かかる検討の結果、当社は、平成24（2012）年５月15日開催の当社取締役会において、同年６月21日開催の当社第

28回定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます）において当社定款第20条第１項に基づき出席株主の皆

さまの議決権の過半数のご賛同を得て承認可決されることを条件として、本定時株主総会の終結時に有効期間が満

了する原プランに替えて、下記Ａ．に概要を記載する「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」

（以下「本プラン」といいます）を導入することを決定し、本定時株主総会において、出席株主の皆さまの議決権

の過半数のご賛同を得て承認可決いただきました。

本プランは、当社の企業価値・株主共同利益を確保・向上させることを目的として、大規模買付行為の提案を検

討するために必要十分な情報と相当な時間を確保し、最終判断を行う当社株主の皆さまが、大規模買付行為の提案

の内容を十分に理解し、適切な判断が行えるようにし、当社の企業価値・株主共同利益を損なうおそれのある大規

模買付行為を行う者により当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして導

入されたものです。

本プランの概要は、以下のとおりです。なお、本プランの詳細については、当社のウェブサイト（http://www.

wowow.co.jp/co_info/ir）「ＩＲニュース」内の「「当社株券等の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）」

の継続に関するお知らせ」をご参照ください。

　

Ａ. 本プランの概要

(A) 大規模買付ルールの設定

本プランにおいては、次の(a)もしくは(b)に該当する行為又はこれらに類似する行為（このような行為を以下

「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行い又は行おうとする者を以下「大規模買付者」といいます）が

なされ、又はなされようとする場合には、本プランに基づく対抗措置が発動されることがあります。

(a) 当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20％以上とな

る買付け
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(b) 当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株

券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

(ⅰ) 意向表明書の提出

大規模買付者には、まず、大規模買付行為に先立ち、当社宛に、大規模買付行為の概要その他の所定の事項を記

載した意向表明書を提出していただきます。

当社は、意向表明書を受領した旨及び当社株主の皆さまのご判断のために必要と認められる事項を適切な時期

及び方法により公表します。

(ⅱ) 必要情報の提供

当社取締役会は、大規模買付者に対して、意向表明書を受領した日から５営業日以内に、当社取締役会がその意

見形成等のために必要な情報として大規模買付者に提供を求める情報（以下「必要情報」といいます）を記載

したリスト（以下「必要情報リスト」といいます）を交付します。大規模買付者には、必要情報リストの各事項

に対応する必要情報を日本語で記載した書面を当社宛に提出していただきます。

当社取締役会は、大規模買付者から提供していただいた情報を精査し、弁護士、公認会計士、税理士、投資銀行等

（以下「外部専門家」といいます）の助言も得た上、必要情報として不足していると判断した場合には、大規模

買付者に対して、必要情報が揃うまで追加の情報を提供するよう要請します。

なお、当社は大規模買付者から提供を受けた情報のうち、当社株主の皆さまのご判断のために必要と認められ

る事項を適切な時期及び方法により公表します。

また、当社取締役会は、大規模買付者から提供された情報が必要情報の提供として十分であり、必要情報の提供

が完了したと合理的に判断した場合には、速やかにその旨を大規模買付者に対して通知（以下「情報提供完了通

知」といいます）するとともに、適切な時期及び方法により公表します。

(ⅲ) 取締役会検討期間の設定等

当社取締役会が情報提供完了通知を行った後、必要に応じて外部専門家の助言を得た上で、大規模買付行為の

評価の難易度等に応じて、原則として、最大60日間又は最大90日間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見

形成及び代替案立案のための期間（以下「取締役会検討期間」といいます）とします。ただし、やむを得ない事

情がある場合には、当社取締役会は、外部専門家の助言を得た上で、取締役会検討期間を最大30日間延長すること

ができるものとします（なお、当該延長期間は原則として一度に限るものとします）。当社取締役会が取締役会

検討期間の延長を決議した場合には、当該決議された具体的期間及びその具体的期間が必要とされる理由を適切

な時期及び方法により公表します。

当社取締役会は、取締役会検討期間内において、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重に

とりまとめ、大規模買付者に通知するとともに、適切な時期及び方法により公表します。また、必要に応じて、大規

模買付者との間で大規模買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆さ

まに代替案を提示することもあります。大規模買付者は、取締役会検討期間の経過後においてのみ、大規模買付行

為を開始することができるものとします。

　

(B) 大規模買付行為への対応方針

(a) 対抗措置発動の条件

(ⅰ) 大規模買付者が本プランに従わずに大規模買付行為を行う場合

大規模買付者が本プランに従わずに大規模買付行為を行い又は行おうとする場合には、当社取締役会は、当

社の企業価値・株主共同利益を確保・向上させるために必要かつ相当な対抗措置を発動することができるもの

とします。なお、かかる場合であっても、当社取締役会が外部専門家の助言を得た上で、株主の皆さまの意思を確

認することが実務上可能であり、かつ、法令及び当社取締役の善管注意義務等に照らして適切であると判断した

場合等には、株主総会を開催することができるものとします。当社取締役会は、株主総会が開催された場合には、

対抗措置の発動について当該株主総会の決議に従うものとします。

(ⅱ) 大規模買付者が本プランに従って大規模買付行為を行う場合

大規模買付者が本プランに従って大規模買付行為を行おうとする場合には、原則として、当該大規模買付行為

に対する対抗措置は発動しません。

ただし、当社取締役会は、真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、株価をつり上げて高値で株券等

を当社又は当社関係者に引き取らせる目的で当社株券等の取得を行っている場合等当該大規模買付行為が当社

の企業価値・株主共同利益を著しく損なうものであると認めた場合には、対抗措置を発動するか否かのご判断を

株主の皆さまに行っていただくために、株主総会を開催します。

また、当社取締役会は、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同利益を著しく損なうものであるとは

認めるに至らない場合であっても、外部専門家の助言を得た上で、大規模買付者に対して対抗措置を発動するか

否かのご判断を株主の皆さまに行っていただくことが当社の企業価値・株主共同利益の確保・向上のために適

切であると判断する場合には、株主総会を開催することができるものとします。

当社取締役会は、株主総会が開催された場合には、対抗措置の発動について当該株主総会の決議に従うものと

します。

当社取締役会は、原則として取締役会検討期間終了後60日以内に株主総会を開催し、大規模買付行為への対抗
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措置の発動についての承認に関する議案を上程するものとします。

大規模買付者は、当社取締役会が株主総会を開催することを決定した場合には、当該株主総会において対抗措

置の発動が否決されるまで、大規模買付行為を開始することができないものとします。

(b) 対抗措置の内容

当社が本プランに基づき発動する対抗措置は、原則として、新株予約権（以下「本新株予約権」といいます）

の無償割当てとします。

当社が対抗措置として本新株予約権の無償割当てを行う場合には、株主の皆さまに対し、その保有する普通株

式１株につき１個の割合で本新株予約権を無償で割り当てます。そして、本新株予約権については、当社株券等に

係る株券等保有割合が20％以上である者等は非適格者として行使することができない旨の差別的行使条件を定

めるものとしております。また、本新株予約権には、一定の事由が生じたことを条件として、当社が、当社普通株式

を取得の対価として、非適格者以外の者が保有する本新株予約権を取得することができる旨の条項（取得条項）

を付する場合があるものとします。

　

(C) 本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、本定時株主総会終了後３年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会終結の時までとします。

ただし、かかる有効期間の満了前であっても、(a)当社株主総会において本プランを廃止若しくは変更する旨の

議案が承認された場合、又は、(b)当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プラ

ンはその時点で廃止又は変更されるものとします。

また、当社取締役会は、当社の企業価値・株主共同利益の確保・向上に必要である場合には、基本方針に反しな

い範囲で本プランを変更することがあります。

当社は、本プランが廃止又は変更された場合には、当該廃止又は変更の事実その他の事項について、適切な時期

及び方法により公表します。

　

Ｂ. 株主の皆さま及び投資家の皆さまへの影響

(A) 本プランの導入時に株主の皆さま及び投資家の皆さまに与える影響

本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主の皆さま及び投資家

の皆さまの権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。

　

(B) 本新株予約権の無償割当て時に株主の皆さま及び投資家の皆さまに与える影響

当社株主総会又は取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てに係る決議を行った場合に

は、株主の皆さまに対し、その保有する当社普通株式１株につき１個の割合で本新株予約権が無償割当ての方法に

より割り当てられます。このような対抗措置の仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても、株主の皆さま

が保有する当社の株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、保有する当社の株式全体の経済的価値

の希釈化は生じず、また当社の株式１株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主の皆さまの有す

る当社の株式全体に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりませ

ん。

なお、当社株主総会又は取締役会が、本新株予約権の無償割当てに係る決議をした場合であっても、当社取締役

会が発動した対抗措置の中止又は撤回を決定した場合には、株主の皆さまが保有する当社の株式１株当たりの経

済的価値の希釈化も生じないことになるため、当社の株式１株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提

にして売買を行った投資家の皆さまは、株価の変動により損害を被る可能性があります。

　

(C) 本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使又は取得に際して株主の皆さま及び投資家

の皆さまに与える影響

本新株予約権の行使又は取得に関しては差別的条件が付されることが予定されているため、当該行使又は取得

に際して、大規模買付者の法的権利等に希釈化が生じることが想定されますが、この場合であっても大規模買付者

以外の株主の皆さま及び投資家の皆さまの有する当社の株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的

な影響を与えることは想定しておりません。

もっとも、株主の皆さまが権利行使期間内に、所定の行使価額相当の金額の払込その他本新株予約権の行使に係

る手続を経なければ、他の株主の皆さまによる本新株予約権の行使により、法的権利等に希釈化が生じる場合があ

ります。

また、大規模買付者に当たらない外国人等に該当する株主の皆さまに対し、本新株予約権と引換えに新たな新

株予約権その他の財産の交付がなされた場合には、原則として、当該株主の皆さまの有する経済的価値の希釈化は

生じませんが、かかる財産の交付がなされる限りにおいて、当該株主の皆さまの議決権比率には影響が生じる可能

性があります。

なお、当社は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以降本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおい

て、当社が本新株予約権の無償取得を行うことがあります。この場合には、株主の皆さまが保有する当社の株式１
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株当たりの経済的価値の希釈化も生じないことになるため、当社の株式１株当たりの経済的価値の希釈化が生じ

ることを前提にして売買を行った投資家の皆さまは、株価の変動により損害を被る可能性があります。

　

④ 上記②の取組みについての当社取締役会の判断

上記②の取組みは、当社の企業価値・株主共同利益を確保・向上させることを目的とするものです。かかる取組

みを通じて、当社の企業価値・株主共同利益を確保・向上させ、それを当社の株式の価値に適正に反映させていく

ことにより、上記のような当社の企業価値・株主共同利益を著しく損なうおそれのある大規模買付行為は困難にな

るものと考えられますので、上記②の取組みは、上記①の基本方針に資するものであると考えております。

したがって、上記②の取組みは、上記①の基本方針に沿うものであり、当社の企業価値・株主共同利益を損なうも

のではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

　

⑤ 上記③の取組みについての当社取締役会の判断

上記③の取組みは、大規模買付行為の提案を検討するために必要十分な情報と相当な時間を確保し、最終判断を

行う当社株主の皆さまが、大規模買付行為の提案の内容を十分に理解し、適切な判断が行えるようにするためのも

のであり、当社の企業価値・株主共同利益を確保・向上させることを目的とするものです。上記③の取組みは、その

ような情報と時間の確保の要請に応じない大規模買付者、及び、当社の企業価値・株主共同利益を著しく損なうお

それのある大規模買付行為を行う大規模買付者に対して、必要かつ相当な対抗措置を発動することができるものと

しています。したがって、上記③の取組みは、このような大規模買付者による大規模買付行為を防止するものであ

り、かかる取組みは、上記①の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ

れることを防止するための取組みです。また、上記③の取組みにおいては、その導入に際して株主の皆さまの意思を

確認する手続を採用し、合理的かつ客観的な対抗措置発動の要件の設定等により当社取締役会の恣意的な判断を排

除する等、上記③の取組みの合理性及び公正性を確保するための様々な制度及び手続が確保されているものであり

ます。

したがって、上記③の取組みは、上記①の基本方針に沿うものであり、当社の企業価値・株主共同利益を損なうも

のではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 570,000

計 570,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成24年12月31日）

提出日現在

発行数（株）

（平成25年２月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 144,222 144,222
東京証券取引所

市場第一部

当社は単元株制度を採用してお

りません。

計 144,222 144,222 ― ―

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成24年10月１日～

平成24年12月31日
－ 144,222 － 5,000 － 2,601

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　

①【発行済株式】

　 平成24年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 144,222 144,222 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 144,222 － －

総株主の議決権 － 144,222 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が３株含まれております。

また、「議決権の数」欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。

　

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。

　

役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏　　　名 異 動 年 月 日

常務取締役 － 常務取締役 経営戦略局長 橋本　元 平成24年７月１日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,191 12,731

売掛金 3,069 3,780

番組勘定 11,880 13,035

貯蔵品 53 57

繰延税金資産 1,139 1,001

その他 1,277 1,150

貸倒引当金 △208 △159

流動資産合計 25,402 31,596

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,213 2,067

機械及び装置（純額） 5,117 4,377

工具、器具及び備品（純額） 672 828

その他（純額） 19 －

有形固定資産合計 8,023 7,273

無形固定資産

借地権 5,011 5,011

のれん 21 5

その他 1,947 1,767

無形固定資産合計 6,979 6,783

投資その他の資産

投資有価証券 5,807 5,917

繰延税金資産 314 178

その他 1,194 1,353

貸倒引当金 △65 △52

投資その他の資産合計 7,250 7,396

固定資産合計 22,253 21,454

資産合計 47,656 53,050
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 11,385 11,266

1年内返済予定の長期借入金 － 1,500

未払法人税等 561 879

賞与引当金 52 23

その他 4,849 5,092

流動負債合計 16,849 18,762

固定負債

長期借入金 － 750

退職給付引当金 1,300 1,359

その他 170 112

固定負債合計 1,470 2,221

負債合計 18,320 20,984

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 2,738 2,738

利益剰余金 21,432 23,988

株主資本合計 29,170 31,727

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 152 92

繰延ヘッジ損益 △187 45

その他の包括利益累計額合計 △35 137

少数株主持分 200 201

純資産合計 29,335 32,066

負債純資産合計 47,656 53,050
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 49,191 52,503

売上原価 25,232 28,318

売上総利益 23,959 24,185

販売費及び一般管理費 18,869 19,455

営業利益 5,090 4,729

営業外収益

受取利息 1 2

持分法による投資利益 91 288

為替差益 51 －

その他 113 65

営業外収益合計 257 356

営業外費用

支払利息 0 15

為替差損 － 26

その他 6 4

営業外費用合計 7 46

経常利益 5,341 5,039

特別損失

固定資産除却損 76 9

投資有価証券評価損 3 －

ゴルフ会員権評価損 0 9

ゴルフ会員権売却損 － 1

特別損失合計 81 20

税金等調整前四半期純利益 5,260 5,019

法人税、住民税及び事業税 1,720 1,746

法人税等調整額 141 128

法人税等合計 1,861 1,874

少数株主損益調整前四半期純利益 3,398 3,144

少数株主利益 17 11

四半期純利益 3,380 3,133
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,398 3,144

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 36 △59

繰延ヘッジ損益 △6 290

持分法適用会社に対する持分相当額 △92 △57

その他の包括利益合計 △62 173

四半期包括利益 3,335 3,317

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,318 3,306

少数株主に係る四半期包括利益 17 11
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【会計方針の変更等】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産のうち定率法を採用するものにつき、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しておりま

す。この変更による影響は軽微です。

　

【追加情報】

（退職給付費用）

当社は、退職給付制度として退職一時金制度と厚生年金基金制度を併用しており、厚生年金基金制度は総合設立

型の東京報道事業厚生年金基金に加入しておりますが、当第３四半期連結会計期間において同基金から脱退するこ

とを決議いたしました。

本決議に伴い、当第３四半期連結累計期間において、退職給付費用として売上原価に１億79百万円、販売費及び一

般管理費に１億49百万円を計上しております。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当座貸越契約

運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく借入未実

行残高は次のとおりです。

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

　

当座貸越極度額

借入実行残高

（百万円）

3,000

－

（百万円）

3,000

－

　差引額 3,000 3,000

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む）及びのれんの償却額は、次の

とおりです。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

　

減価償却費

のれんの償却額

（百万円）

1,799

15

（百万円）

2,063

15

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

配当金の支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月13日

取締役会
普通株式 576 4,000平成23年３月31日平成23年６月６日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

配当金の支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月15日

取締役会
普通株式 576 4,000平成24年３月31日平成24年６月５日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

（単位：百万円）

　

報告セグメント
調整額

（注）１.

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２.
放送

テレマーケ

ティング
計

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高又は振替高

　

47,026

－

　

2,165

2,701

　

49,191

2,701

　

－

△2,701

　

49,191

－

計 47,026 4,866 51,893△2,701 49,191

セグメント利益 4,467 638 5,106 △15 5,090

（注）１．セグメント利益の調整額は連結調整によるものであり、セグメント利益の調整額△15百万円には、

のれん償却額が△15百万円含まれております。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

（単位：百万円）

　

報告セグメント
調整額

（注）１.

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２.
放送

テレマーケ

ティング
計

売上高

外部顧客への売上高

セグメント間の内部売上高又は振替高

　

50,373

－

　

2,130

2,278

　

52,503

2,278

　

－

△2,278

　

52,503

－

計 50,373 4,409 54,782△2,278 52,503

セグメント利益 4,375 369 4,745 △15 4,729

（注）１．セグメント利益の調整額は連結調整によるものであり、セグメント利益の調整額△15百万円には、

のれん償却額が△15百万円含まれております。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 23,439円8銭 21,725円10銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額 3,380百万円 3,133百万円

普通株主に帰属しない金額 － －

普通株式に係る四半期純利益金額 3,380百万円 3,133百万円

普通株式の期中平均株式数 144,222株 144,222株

 （注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年２月８日

株式会社ＷＯＷＯＷ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 神　尾　忠　彦

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 原　科　博　文

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

株式会社ＷＯＷＯＷの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24

年10月１日から平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注

記について四半期レビューを行った。

　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＷＯＷＯＷ及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。
　
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保

管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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